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総務文教常任委員会 

令和２年３月９日（月） 

午後１時３０分～ 

第３委員会室      

１ 開議 

２ 事務局日程説明 

３ 議案審査                                         

市長公室        

（１） 第５１号議案 亀岡市移住・定住促進施設設置条例の一部を改正する条例の制定 

について 

                 ＜説明～質疑＞ 

 

       ＜行政報告＞ 

〇 「離れ」にのうみの管理運営に関する協定書（案）について（市長公室） 

 

生涯学習部      

（１） 第４９号議案 ガレリアかめおか条例の一部を改正する条例の制定について 

＜説明～質疑＞ 

（２） 第５０号議案 亀岡市交流会館条例の一部を改正する条例の制定について 

                   ＜説明～質疑＞ 

 

企画管理部       

（１） 第５８号議案 辺地総合整備計画の策定について 

＜説明～質疑＞ 

 

総 務 部         

（１） 第４１号議案 亀岡市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定 

について 

＜説明～質疑＞ 
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 教 育 部         

（１） 第４３号議案 亀岡市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部を改正 

する条例の制定について 

＜説明～質疑＞ 

（２） 第４４号議案 亀岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を 

定める条例の一部を改正する条例の制定について 

＜説明～質疑＞ 

 

（休 憩） 

 

４ 討論～採決      

５ 審議会委員等の選出について 

（１） 亀岡市防災会議委員＜委員長＞１名（R２．６．１から２年間） 

 

６ その他 

（１） 議会だよりの掲載内容について 

（2） わがまちトーク（自治会版）の意見対応について 

（3） 他都市先進地行政視察について 

（4） 月例開催について 

（5） 次回の日程について 



総務文教常任委員長報告 

（Ｒ２.３.９） 

 

 総務文教常任委員会に付託されました議案について、審査の経過

概要と、その結果を報告いたします。 

 

まず、第５９号議案、財産区有財産の処分についてでありますが、

地域の自治振興を図るため、亀岡市山階財産区の土地を旭町山階区

に無償譲渡しようとするものであり、別段異論なく、採決の結果は、

全員をもって原案可決すべきものと決定しました。 

次に、第６１号議案、令和元年度亀岡市一般会計補正予算の   

本委員会所管分でありますが、その主な内容は、 

総務費では、人口減少が顕著な東別院町において、地元地域と  

一体となって買い物・地域活動拠点施設を整備するための、コミュ

ニティ推進経費の増額補正、 

「ふるさと力向上寄附金」を、各基金積立金に振り替えるための

減額補正、 

消防費では、京都中部広域消防組合負担金の精算見込みによる 

増額補正、 

 

 



教育費では、国において進められている「ＧＩＧＡスクール構想」

に基づき、本市の全小・中学校及び義務教育学校において、児童  

生徒が１人１台端末を使えるよう、校内通信ネットワークを整備 

するための、情報教育推進経費の増額補正、 

老朽化が進んでいる大井小学校、詳徳小学校校舎の大規模改修を

実施するための、学校建設事業費の増額補正であります。 

学校大規模改修事業においては、令和元年度から令和３年度まで

の継続費が設定されております。 

公債費では、利率確定等による長期債利子の減額補正、 

であります。 

 なお、国庫補助金の追加配分を受けて実施するコミュニティ推進

事業や、情報教育推進事業において、繰越明許費が設定されており

ます。 

また、令和２年度当初からの計画的な事務執行を進めるため、  

亀岡川東学園スクールバス運行業務委託経費について、債務負担 

行為が設定されています。 

ＧＩＧＡスクール構想に基づく情報教育推進事業については、 

現場教員からの不安の声や、教育効果や導入後の財政負担など、  

不透明な点が多いとの反対の討論がありましたが、採決の結果は、

賛成多数をもって原案可決すべきものと決定しました。 

 



なお、買い物・地域活動拠点施設を整備するための、コミュニ  

ティ推進経費の増額補正については、施設建設後の運営や、市の  

関わり方、将来の見通しについて、議会及び地元と十分協議を行う  

よう望むものであります。 

また、ＧＩＧＡスクール構想に基づく、小・中学校の情報教育  

推進経費の増額補正については、通信ネットワークや端末機の整備

後にも、通信費等の維持管理経費に多額の財政負担を伴うことから、

国に対して、確実な財源措置を要望するとともに、事業の取捨選択

や費用対効果の検証、教員に対する研修の充実など、必要な措置を

講じ、真に教育に役立つ事業となるよう、学校現場と十分、協議・

調整を図られるよう望むものであります。 

 次に、第６４号議案、令和元年度亀岡市曽我部山林事業特別会計

補正予算、及び、第６８号議案から第７４号議案までの令和元年度

亀岡財産区ほか６財産区特別会計補正予算でありますが、精算  

見込みに基づき、財産管理費や基金積立金等、所要の金額を補正  

するものであり、８議案とも、別段異論なく、採決の結果は、全員

をもって原案可決すべきものと決定しました。 

 

 以上、簡単でありますが、本委員会の報告といたします。 
















